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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　或る動作周波数帯域を介して送信信号の第１のセットを送信することであって、前記送
信信号の第１のセットが確認応答（ＡＣＫ）信号を含む、前記送信することと、
　送信信号の第２のセットが前記動作周波数帯域に近接して送信されるか否かを検出する
ことであって、前記送信信号の第２のセットが産業科学医療（ＩＳＭ）帯域を介して送信
される、前記検出することと、
　前記送信信号の第２のセットが検出されるときに前記送信信号の第１のセットのサブセ
ットへの電力を低減することと、
　前記送信信号の第２のセットが検出されないときに前記送信信号の第１のセットの前記
サブセットへの前記電力を増大させることと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記サブセットへの電力を低減することが、前記送信信号の第１のセットの送信をオフ
にすることを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
　サブフレームの半分の間に、前記ＡＣＫ信号の電力を低減すること又は前記ＡＣＫ信号
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をディセーブルすることを更に含む、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　データ送信を含む前記送信信号の第１のセットの前記サブセットへの電力を低減するこ
と又はディセーブルすることを更に含み、前記低減された電力又はディセーブルされた送
信を補償するために冗長データ送信が用いられる、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記検出することが、前記送信信号の第２のセットからデータが受信されていることを
示すワイヤレスデバイスから入力を受信することを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記送信信号の第１のセットが、ＬＴＥプロトコルに従って送信されるか又はＷｉＭＡ
Ｘプロトコルに従って送信される、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記ＬＴＥプロトコル又は前記ＷｉＭＡＸプロトコルを送信するために時分割複信（Ｔ
ＤＤ）プロトコル又は周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルを用いることを更に含む、方
法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記ＩＳＭ帯域が、ワイヤレスローカルエリアネットワークプロトコル（ＷＬＡＮ）、
ブルートゥースプロトコル、ＩＥＥＥ８０２．１１／ＷｉＦｉプロトコル又はＩＥＥＥ８
０２．１５．４ＺｉｇＢｅｅプロトコルを含む、方法。
【請求項９】
　ワイヤレスデバイスであって、
　第１のアンテナと、
　データ入力と電力制御入力と前記第１のアンテナに結合される出力とを有するトランス
ミッタであって、前記データ入力上のデータ信号に応答して、産業科学医療（ＩＳＭ）帯
域以外の或る動作周波数帯域を介して、前記電力制御入力上の電力信号に応答して変化す
る電力レベルで、動作送信信号を発生する、前記トランスミッタと、
　前記動作周波数帯域に近接して全ての送信信号を受信する第２のアンテナと、前記動作
周波数帯域に近接して全ての送信信号が受信されるか否かを示す検出器信号を搬送する検
出器出力とを有する検出器回路要素であって、前記動作周波数帯域に近接して前記送信信
号が前記ＩＳＭ帯域内にのみ送信される、前記検出器回路要素と、
　前記検出器出力に結合される検出器入力と、前記データ入力に結合されるデータ出力と
、前記電力制御入力に結合される電力出力とを有するプロセッサであって、前記検出器信
号に応答して前記電力制御出力上に変化電力制御信号を発行する、前記プロセッサと、
　を含む、ワイヤレスデバイス。
【請求項１０】
　請求項９に記載のワイヤレスデバイスであって、
　前記動作送信信号が確認応答（ＡＣＫ）信号を含む、ワイヤレスデバイス。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のワイヤレスデバイスであって、
　前記プロセッサが、フレームとサブフレーム内に前記データ出力上においてデータ信号
を提供し、前記データ信号が前記ＡＣＫ信号を含み、前記プロセッサが、サブフレームの
半分の間に、前記ＡＣＫ信号の電力を含む前記電力制御出力上に電力信号を提供する、ワ
イヤレスデバイス。
【請求項１２】
　請求項９に記載のワイヤレスデバイスであって、
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　前記動作送信信号が、ＬＴＥプロトコルの動作周波数帯域を介して又はＷｉＭＡＸプロ
トコルの動作周波数帯域を介して送信される、ワイヤレスデバイス。
【請求項１３】
　請求項９に記載のワイヤレスデバイスであって、
　前記動作送信信号がＬＴＥプロトコルの下にあり、前記ＩＳＭ帯域が、ワイヤレスロー
カルエリアネットワークプロトコル（ＷＬＡＮ）、ブルートゥースプロトコル、ＩＥＥＥ
８０２．１１／ＷｉＦｉプロトコル又はＩＥＥＥ８０２．１５．４ＺｉｇＢｅｅプロトコ
ルを含む、ワイヤレスデバイス。
【請求項１４】
　請求項９に記載のワイヤレスデバイスであって、
　前記プロセッサのデータ出力がサブフレームを有する各フレームを備えるフレームの形
式内にデータを提供し、各サブフレームがＡＣＫ信号に対する位置を含み、前記動作周波
数帯域に近接して前記送信信号での干渉を削減するために前記変化電力制御信号が交互Ａ
ＣＫ信号に対する電力を削減する、、ワイヤレスデバイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ワイヤレスネットワークは近年広まってきており、また多くの場合において、付加的な
適用例が開発されているためにそれぞれのネットワークにおいて利用可能スペクトルの競
合する用途が生じ得る。例示のワイヤレス通信帯域において、産業科学医療用（ＩＳＭ）
無線帯域は、通信以外の産業科学医療目的のための無線周波数（ＲＦ）エネルギーの利用
のために意図的に取ってある無線帯域を含む。これらの帯域における適用例には、無線周
波数プロセス過熱、電子レンジ、及び医療用ジアテルミー機器が含まれる。これらのデバ
イスからの強力な放射は、電磁干渉を起こし得、また、同じ周波数又は近接する周波数を
用いる他のシステムの無線通信を妨害し得るため、このようなデバイスは周波数の或る帯
域に制限された。一般に、これらの帯域において動作する通信装置は、ＩＳＭ装置により
生成される如何なる干渉をも許容する必要があり、そのため、ユーザーにはＩＳＭデバイ
ス動作からの規則保護がない。ＩＳＭ帯域における帯域幅の元の割り当ての意図にもかか
わらず、近年、これらの帯域の最も急成長している用途は、短距離低電力通信システム用
となってきている。これは、コードレス電話、ブルートゥースデバイス、及びＩＳＭ帯域
を利用する種々のワイヤレスコンピュータネットワークを含み得る。ＩＳＭ帯域などの利
用可能なワイヤレスネットワーク帯域幅での用途が増大するにつれて、このような帯域幅
を利用する競合デバイス間の干渉が増大する恐れがある。ＩＳＭ帯域内のソースからの干
渉に加えて、ｅＵＴＲＡ動作バンド７及び４０など、ＩＳＭ帯域に近接する他のライセン
ス帯域からの干渉も生じる恐れがある。
【発明の概要】
【０００２】
　ワイヤレスネットワーク間の干渉を緩和するワイヤレス通信システム及びその方法が提
供される。一例において、或る方法が、或る動作周波数帯域を介して送信信号の第１のセ
ットを送信することを含む。この方法は、送信信号の第２のセットがこの動作周波数帯域
に近接して送信されるか否かを検出すること、及び送信信号の第２のセットが検出される
とき送信信号の第１のセットのサブセットへの電力を低減することを含む。
【０００３】
　別の例では、或るシステムが、データ及び制御信号をトランスミッタに送るためのプロ
セッサを含み、この制御信号は、トランスミッタへの送信信号の第１のセットへの電力を
増大又は低減させるための命令を含む。送信信号の第２のセットがトランスミッタの動作
周波数帯域に近接して送信されるか否か示すために、検出器入力がプロセッサに供給され
得る。送信信号の第２のセットが検出されるとき送信信号の第１のセットのサブセットへ
の電力を低減させるように、プロセッサはこの制御信号をトランスミッタに発する。
【０００４】
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　更に別の例において、或るデバイスが、送信信号の第１のセットを或る動作周波数帯域
を介して生成するためのトランスミッタを含む。このデバイスは、データ及び制御信号を
トランスミッタへ送るためのプロセッサを含み、制御信号は、トランスミッタへの電力を
増大又は低減させるための命令を含む。プロセッサに供給される検出器入力が、送信信号
の第２のセットがこの動作周波数帯域に近接して送信されるか否かを示し得、送信信号の
第２のセットが検出されるとき送信信号の第１のセットのサブセットへの電力を低減させ
るように、プロセッサはこの制御信号をトランスミッタに発する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、ネットワーク帯域干渉を緩和するためのワイヤレスデバイスの一例を図
示する。
【０００６】
【図２】図２は、ネットワーク帯域干渉を緩和するために電力がどのように選択的に低減
され得るかを示す例示の送信図を図示する。
【０００７】
【図３】図３は、ネットワーク帯域干渉を緩和するための例示のシステムを図示する。
【図４】図４は、ネットワーク帯域干渉を緩和するための例示のシステムを図示する。
【図５】図５は、ネットワーク帯域干渉を緩和するための例示のシステムを図示する。
【０００８】
【図６】図６は、ワイヤレス干渉を緩和するための例示のシステム、及びこのシステムに
より用いられ得る例示のタイミング及び電力信号を図示する。
【０００９】
【図７】図７は、ワイヤレスネットワーク間の干渉を緩和するための例示の方法を図示す
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、ネットワーク帯域干渉を緩和するためのワイヤレスデバイス１００の一例を図
示する。ワイヤレスデバイス１００は、近接するネットワークがそのデバイスの近くで動
作しているか否かを検出するように、及び、ネットワークとデバイスとの間の干渉を緩和
するために、近接するネットワークが検出されるか否かに応じてその信号送信出力を変更
する（例えば、送信の電力を低減する、送信をディセーブルする、サブフレームの一部を
ディセーブルするなど）ように、構成され得る。ワイヤレスデバイス１００は、或る動作
周波数帯域を介して送信信号の第１のセットを生成するためのトランスミッタ１１０を含
む。例えば、動作周波数帯域は、下記で説明する４Ｇネットワーク周波数に関連し得る。
【００１１】
　本明細書において用いられるように、近接する周波数という用語は、トランスミッタ１
１０が用いる周波数に周波数が近い周波数を指す（例えば、近接するネットワークの検出
された周波数が、トランスミッタの動作周波数の中心周波数の４０ＭＨｚ内である）。そ
のため、近接する周波数は、ワイヤレス帯域１４０におけるワイヤレス帯域レシーバー性
能の受信に影響を与え得、トランスミッタ１１０の送信により劣化され得る。例えば、近
くの表面音響波（ＳＡＷ）フィルタを用いるとき６０ＭＨｚの干渉を生成し得、アドバン
ストバルク音響波（ＢＡＷ）フィルタを用いると、近接する周波数の解像度が３０ＭＨｚ
まで低減され得る。
【００１２】
　プロセッサ１２０が、データ及び制御信号をトランスミッタ１１０に送るように構成さ
れ得、制御信号は、トランスミッタ１１０への電力を増大又は低減させるための命令を含
む。送信信号の第２のセットがトランスミッタ１１０の動作周波数帯域に近接して送信さ
れるか否か示すために、検出器入力１３０がプロセッサ１２０に供給され得る。プロセッ
サ１２０は、送信信号の第２のセットが検出されるとき送信信号の第１のセットのサブセ
ットへの電力を低減させるように、制御信号をトランスミッタ１１０に発行し得る。この
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ようにして、トランスミッタ１１０の動作周波数と検出された近接する周波数との間で干
渉が緩和され得る。一例において、検出器入力１３０はまた、プロセッサ１２０内部の入
力として供給され得る。
【００１３】
　送信信号の第２のセットは、ワイヤレス帯域１～Ｎとして示される１つ又は複数のワイ
ヤレス帯域１４０に関連付けられ得、Ｎは正の整数を表す。例えば、ワイヤレス帯域１４
０は、その周波数がトランスミッタ１１０の動作周波数に実質的に近いか又は近接する、
ネットワーク周波数に関連付けられ得る。検出器入力１３０においてワイヤレス帯域１４
０上のワイヤレス通信が検出されると、プロセッサ１２０は、１つ又は複数のワイヤレス
帯域１４０との干渉を緩和するために、トランスミッタ１１０にその信号送信出力を調節
するように命令し得る。図示するように、或る帯域が検出器入力１３０により検出される
場合、低減された出力信号が１５０において生成され得る。検出器入力１３０においてワ
イヤレス帯域が検出されない場合、プロセッサ１２０は、トランスミッタ１１０に、１６
０で図示するようにトランスミッタに対して定義される通常の又は標準的な動作範囲（例
えば、所定の出力閾値を上回る信号送信として定義される通常の出力範囲）までその出力
レベルを増大させるように命令し得る。
【００１４】
　本明細書において用いられるように、電力を低減することという用語は、トランスミッ
タ１１０の信号レベルを低減することを含み得、又は、信号又は信号の一部をディセーブ
ルすることも含み得る。例えば、近接するワイヤレス帯域１４０が検出される場合、トラ
ンスミッタ１１０により電力が低減されるべき送信信号の第１のセットのサブセットは、
例えば、アクノリッジメント（ＡＣＫ）信号を含み得る。ＡＣＫ信号は、例えば、近接す
る周波数が検出されるとき、振幅が低減され得るか、又はフレームの一部に対してディセ
ーブルされ得、フレームは、データ、サブフレーム、シンボル、リソースブロックなどを
含み得る。トランスミッタ１１０での電力低減の一つの特定の例において、ＡＣＫ信号は
、図２に関して以下に説明するようにサブフレームの半分の間その電力を低減させ（又は
ディセーブルさせ）得る。検出されたワイヤレス帯域１４０との干渉を緩和するためにト
ランスミッタ１１０におけるＡＣＫなどの信号を低減することに加えて、フレーム内のデ
ータ送信に対して電力が低減され得、低減された電力又はディセーブルされたデータ送信
を補償するために冗長データ送信が用いられ得る。
【００１５】
　ワイヤレス帯域１４０内で動作するワイヤレスデバイスは、ワイヤレスアクティビティ
を示す信号を生成し得る。例えば、このようなデバイスは、ワイヤレス帯域１４０により
用いられる送信信号の第２のセットからワイヤレスデータが受信されていることを示す、
検出器入力１３０により検出され得る出力信号を生成し得る。ワイヤレスデバイス動作に
対する一つの特定の例において、トランスミッタ１１０により生成される送信信号の第１
のセットは、ＬＴＥ（long term evolution）プロトコルに従って送信され得るか又はＷ
ｉＭＡＸ（worldwide interoperability for microwave access）プロトコルに従って送
信され得、これらは４Ｇ動作に対してサポートされ得る。また、トランスミッタ１１０は
、例えば、ＬＴＥプロトコル又はＷｉＭＡＸプロトコルを送信するために時分割複信（Ｔ
ＤＤ）プロトコル又は周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルを用い得る。ワイヤレス帯域
１４０により生成される送信信号の第２のセットは、例えば、産業科学医療（ＩＳＭ）帯
域を介して送信され得、また、例えば、トランスミッタ１１０が用いるＬＴＥ又はＷｉＭ
ＡＸ周波数により干渉され得る。ワイヤレス帯域１４０のための近接する周波数動作の幾
つかの特定の例において、ＩＳＭ帯域がワイヤレス帯域として用いられる場合、それぞれ
のＩＳＭ帯域は、ワイヤレスローカルエリアネットワークプロトコル（ＷＬＡＮ）、ブル
ートゥースプロトコル、ＩＥＥＥ８０２．１１／ＷｉＦｉプロトコル、又はＩＥＥＥ８０
２．１５．４ＺｉｇＢｅｅプロトコルを含み得る。
【００１６】
　説明を簡潔にするため、本例において、本明細書に記載されるシステムの異なる構成要
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素が、異なる機能を実行するものとして図示及び説明されている。しかし、当業者であれ
ば、説明される構成要素の機能は異なる構成要素により実行され得、幾つかの構成要素の
機能性が、単一の構成要素に組み合わされ得、単一の構成要素で実行され得、又は、より
多くの構成要素にわたって分布され得ることが理解及び認識されるであろう。例えば、プ
ロセッサ１２０及び検出器入力１３０は、プロセッサを制御するためのメモリを更に含み
得る集積回路などの単一デバイス上に集積され得る。本明細書に記載される構成要素は、
例えば、コンピュータ実行可能な命令（例えば、ソフトウェア、ファームウェア）、ハー
ドウェア（例えば、ＣＰＵ、特定用途向け集積回路）として、又は両方の組み合わせとし
て、実装され得る。他の例では、構成要素は、例えば、ネットワークを介して離れたデバ
イス間に分布され得る。
【００１７】
　上述の構造的及び機能的特徴を考慮すると、図６を参照すれば例示の方法がよりよく分
かるであろう。説明を簡潔にするため、この方法は、順次に実行するように図示及び説明
するが、この方法は、説明された順に限定されず、方法の一部が異なる順に、及び／又は
本明細書に図示及び記載されるものと同時に、行われ得ることを理解及び認識されたい。
このような方法は、機械読み取り可能な命令としてメモリにストアされ得る。この方法に
対応する機械可読命令は、例えば、セル電話などのワイヤレスデバイスにおけるプロセッ
サによっても実行され得る。
【００１８】
　図２は、ネットワーク帯域干渉を緩和するために電力がどのように選択的に低減され得
るかを示す例示の送信図を図示する。この図は、Ｘ軸に沿ってワイヤレスデバイス送信の
ための例示の周波数を示し、２５１０ＭＨｚの中心周波数を２１０で示す。Ｙ軸に沿って
信号電力が示され、Ｚ軸は時間を示す。この図は、種々のサブフレームを有する例示のワ
イヤレスフレームを表す。各サブフレームの始め及び終わりに、ＡＣＫ信号が参照番号２
２０～２６０で示されている。干渉するネットワークが（例えば、ＩＳＭ帯域上のデバイ
スから）検出される場合、２２０、２４０、及び２６０におけるＡＣＫ信号は、示される
時間期間の間、それぞれの電力を低減させるか又はオフにさせ得る。例えば、干渉するネ
ットワークが検出される場合、２２０で示されるＡＣＫ信号は、図のＺ軸に沿って示すよ
うに時間期間０ｍｓから１ｍｓまでの間、振幅が低減され得るか又は全体として送信され
得ない。干渉するネットワークが検出されるとき、ＡＣＫ信号２３０及び２５０はサブフ
レームの半分の間通常通り送信され得る。フレームの一部の間ＡＣＫ（又は他の信号）を
低減すること又は取り除くことにより、干渉するネットワーク間で一層多くの周波数分離
が達成され得、そのため、ネットワーク間の干渉が低減され得る。
【００１９】
　一例において、ブルートゥース及びＷＬＡＮが２．４ＧＨｚのＩＳＭ帯域（２４０２Ｍ
Ｈｚ～２４８３ＭＨｚ）で動作し、一方、ＬＴＥ（long term evolution）セルラーがＩ
ＳＭ帯域に近接する帯域（２３００ＭＨｚ～２４００ＭＨｚ及び２５００ＭＨｚ～２６９
０ＭＨｚ）で動作する。各システムの送信が他方のシステムの受信に対する干渉を起こす
恐れがある。本明細書に記載されるシステム及び方法は、例えば、ブルートゥース及びＷ
ＬＡＮに対する帯域内干渉源として働くＬＴＥトランスミッタエミッションマスクに起因
してＬＴＥが送信するとき（例えば、ＬＴＥエミッションマスクが、その幅広い送信帯域
幅に起因してＩＳＭ帯域におけるノイズレベルを増大させる）、ブルートゥース及びＷＬ
ＡＮの受信性能の劣化を緩和する。
【００２０】
　ＬＴＥトランスミッタのＩＳＭ帯域へのエミッションマスクを低減することは、そのア
クノリッジメント（ＡＣＫ）を送信帯域幅の半分で送信するようにＬＴＥ送信信号を操作
することによって達成され得、そのため、ＬＴＥシステム性能を劣化させることなく帯域
幅低減を補償するためにＬＴＥアクノリッジメント送信の高冗長性に依存する。図２に示
すようにＡＣＫメッセージは帯域の端部で送られ得るため、帯域の一層低い部分をカット
又は低減することで、ＩＳＭなどの干渉するネットワークとの一層大きい周波数分離がつ
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くられる。そのため、ＬＴＥシステムは、例えば、ＩＳＭ帯域から最も遠い帯域の端部で
ＡＣＫを送信することができる。これにより、ＬＴＥ送信により妨げられることなくブル
ートゥース及びＷＬＡＮが受信することができる時間が増大され、そのため、全体的なシ
ステム性能が改善される。理解され得るように、ブルートゥース、ＷＬＡＮ、及びＬＴＥ
以外の技術が、ワイヤレスネットワーク間の干渉を緩和するための本明細書に記載される
システム及び方法と共に用いられ得る。
【００２１】
　図３～図５は、ネットワーク帯域干渉を緩和するための例示のシステムを図示する。図
３に関して、ホストシステム３００（例えば、プロセッサ、メモリ、コンピュータ実行可
能命令、信号を検出するため及び増幅器を制御するための入力／出力などを有するワイヤ
レスデバイス）が、ブルートゥースデバイス３１０及びＷｉＦｉデバイス３２０から入力
を受信し、入力は、デバイス３１０又は３２０がデータを受信しているか否か示す。この
ようなデバイスは、例えば、２４００～２４８３ＭＨｚで動作する、２．４ＧＨｚのＩＳ
Ｍ帯域で動作し得る。ホスト３００によりワイヤレスアクティビティが検出される場合、
ホストは、検出されたブルートゥースデバイス３１０及び／又はＷｉＦｉデバイス３２０
との干渉を緩和するために、ＬＴＥトランシーバ３３０にそのワイヤレス送信の一部の間
その電力を低減するように命令し得る。ＬＴＥトランシーバは、例えば、２３００～２４
００ＭＨｚの動作範囲を有するバンド４０で動作し得、例えば、２５００～２５７０ＭＨ
ｚの動作範囲を有するアップリンクではバンド７を利用する。
【００２２】
　図４は代替の例を図示し、ここでは、ホスト４００が、組み合わされたＷｉＦｉ及びブ
ルートゥースデバイス４１０から入力を受信する。組み合わされたデバイス４１０からワ
イヤレスアクティビティが検出される場合、ＬＴＥトランシーバ４２０が、組み合わされ
たデバイスとの干渉を緩和するために、そのワイヤレス送信の一部の間（例えば、ＡＣＫ
信号が送信されるとき）電力を低減し得るか又はオフにし得る。理解され得るように、ブ
ルートゥース、ＷｉＦｉ、及びＬＴＥ以外の技術が本明細書に記載される干渉緩和技術と
共に用いられ得る。
【００２３】
　図５は、ホストシステム５００、組み合わされたＷｉＦｉ及びブルートゥースデバイス
５１０、及びＬＴＥトランシーバ５２０を備えた代替の例を図示する。この例では、組み
合わされたデバイス５１０は、ダイレクトインタフェースを介し、それぞれ、組み合わさ
れたデバイスとＬＴＥトランシーバとの間の通信のためにホスト５１０を利用することな
く、ＬＴＥトランシーバ５２０と通信する。ハイブリッド例において、ホストが、組み合
わされたデバイス５１０とＬＴＥトランシーバ５２０との間の幾つかの通信を促進し得、
一方で、ダイレクトインタフェースが、他の通信（例えば、ダイレクトインタフェースを
介して送られる、より急ぎの通信）を処理し得る。
【００２４】
　図６は、ワイヤレス干渉を緩和するための例示のシステム６００、及び、このシステム
により用いられ得る例示のタイミング及び電力信号６１０を図示する。システム６００は
、アンテナ６３０を駆動するパワーアンプ（ＰＡ）６２０を含む。送信経路６４０が、デ
ータ、及び送信のためのパワーアンプ６２０へのリソースブロックなどのサポート構造を
フィードする。タイミング及び制御構成要素６５０が、パワーアンプ６２０の利得を制御
するために用いられ得、また、送信の全て又は一部に対して増幅器をディセーブルするこ
ともできる。例えば、干渉するネットワークが検出されるとき、タイミング及び制御構成
要素６５０は、検出されたネットワークとの干渉を緩和するためにＴＤＤ又はＦＤＤフレ
ームの一部に対してパワーアンプ６２０への電力を低減し得る。
【００２５】
　タイミング及び電力信号６１０は、タイミング及び制御構成要素６５０にフィードされ
得る例示のＡＣＫ制御信号を示す。０ｍｓから０．５ｍｓまでの期間の間、６６０で図示
するように、ＡＣＫ電力が低減又はディセーブルされる。パワーアンプ６２０を制限する
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フィルタなどの関数とし得る。６６０で示すようなこのような低電力又はオフ期間の後、
時間０．５ｍｓ～１．０ｍｓの間の高電力期間６７０が続き得る。図示するように、ＡＣ
Ｋ信号のための低及び高電力のサイクルは時間にわたって反復し得る。他の時間期間、電
力レベル、及びＡＣＫ以外の信号も同様に制御され得る。また、この例に示す５０％以外
のデューティサイクルも用いられ得る。
【００２６】
　図７は、ワイヤレスネットワーク間の干渉を緩和するための例示の方法７００を図示す
る。方法７００は、７１０で送信信号の第１のセットを或る動作周波数帯域を介して送信
することを含む。このような送信は、図１の１１０で図示するようなトランスミッタによ
り生成され得る。７２０で、方法７００は、送信信号の第２のセットがこの動作周波数帯
域に近接して送信されるか否かを出することを含む。このような信号は、図１の１４０な
どの他のワイヤレス帯域により生成され得る。送信信号の第２のセットは、例えばプロセ
ッサ入力により検出され得る。７３０で、方法７００は、送信信号の第２のセットが検出
されるとき送信信号の第１のセットのサブセットへの電力を低減することを含む。本明細
書において用いられるように、電力を低減することは、送信信号の第１のセットの送信を
オフにすることを含み得る。
【００２７】
　図示していないが、方法７００は更に、送信信号の第２のセットが検出されないとき送
信信号の第１のセットサブセットへの電力を増大させることを含み得、送信信号の第１の
セットのサブセットは、例えば、アクノリッジメント（ＡＣＫ）信号である。方法７００
は、図２の例に示すようなサブフレームの半分の間、ＡＣＫ信号の電力を低減すること又
はＡＣＫ信号をディセーブルすることを含み得る。方法７００は更に、データ送信を含む
送信信号の第１のセットのサブセットの電力を低減すること又はディセーブルすることを
含み得、低減された電力又はディセーブルされた送信を補償するために冗長データ送信が
用いられる。
【００２８】
　方法７００の検出することは、送信信号の第２のセットからデータが受信されているこ
とを示す、ワイヤレスデバイスからの入力を受信することを含み得る。送信信号の第１の
セットは、ＬＴＥ（long term evolution）プロトコルに従って送信され得るか又はＷｉ
ＭＡＸ（worldwide interoperability for microwave access）プロトコルに従って送信
され得る。これは、例えば、ＬＴＥプロトコル又はＷｉＭＡＸプロトコルを送信するため
に、時分割複信（ＴＤＤ）プロトコル又は周波数分割複信（ＦＤＤ）プロトコルを用いる
ことを含み得る。送信信号の第２のセットは、例えば、産業科学医療（ＩＳＭ）帯域を介
して送信され得る。ＩＳＭ帯域は、例えば、ワイヤレスローカルエリアネットワークプロ
トコル（ＷＬＡＮ）、ブルートゥースプロトコル、ＩＥＥＥ８０２．１１／ＷｉＦｉプロ
トコル、又はＩＥＥＥ８０２．１５．４ＺｉｇＢｅｅプロトコルを含み得る。
【００２９】
　当業者であれば、本発明の特許請求の範囲内で、説明した例示の実施例に変形が成され
得ること、及び多くの他の実施例が可能であることが分かるであろう。
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